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姶
良
中
央
合
併
協
議
会
の

設
置
に
つ
い
て

霧島町 

牧園町 

横川町 

隼人町 

国分市 

福山町 

今
回
、
一
市
五
町
（
国
分
市
、
横

川
町
、
牧
園
町
、
霧
島
町
、
隼
人
町
、

福
山
町
）に
よ
る
「
姶
良
中
央
合
併

協
議
会
」
を
設
置
し
、
市
町
村
合
併

に
関
す
る
協
議
を
行
う
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
前
身
で
あ
る
一
市
六

町
（
溝
辺
町
を
含
む
）に
よ
る「
姶
良

中
央
地
区
合
併
協
議
会
」に
お
け
る

協
議
の
成
果
を
引
き
継
ぎ
、
一
市

五
町
に
よ
る
合
併
を
確
実
に
目
指

す
た
め
に
立
ち
上
げ
た
も
の
で
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
姶
良
中
央
地
域

に
お
い
て
は
一
市
六
町
に
よ
る
合

併
が
最
も
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
、

今
後
、
合
併
特
例
法
に
よ
る
財
政

支
援
の
適
用
が
受
け
ら
れ
る
期
限

ま
で
に
、
溝
辺
町
に
お
い
て
一
市

六
町
の
合
併
に
つ
い
て
協
議
が
で

き
る
状
況
に
な
れ
ば
、
従
来
ま
で

の「
姶
良
中
央
地
区
合
併
協
議
会
」

を
再
開
す
る
こ
と
が
同
協
議
会
に

お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
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私
、
前
身
の
一
市
六
町
の
協
議
会
会
長
に

引
き
続
き
ま
し
て
、
当
協
議
会
の
会
長
を
務

め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
、
皆
様
の
ご
協
力
を

い
た
だ
き
会
長
と
し
て
の
責
務
を
精
一
杯
務

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ど
う
か
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
委
員
の
皆
様
方
に
つ
き
ま
し
て
も
、

ほ
と
ん
ど
の
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
一
市

六
町
の
協
議
会
か
ら
引
き
続
い
て
、
参
加
い

た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、こ
れ

ま
で
の
協
議
の
進
め
方
や
協
定
項
目
の
内
容

等
に
つ
き
ま
し
て
も
、
十
分
に
ご
理
解
を
い
た

だ
い
て
い
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
今
度
、
新
し

く
委
員
に
な
ら
れ
ま
し
た
四
名
の
方
々
に
つ

き
ま
し
て
は
、
こ
の
新
た
な
協
議
会
の
設
立

を
さ
れ
た
背
景
や
趣
旨
な
ど
に
つ
き
ま
し
て

は
、い
ろ
い
ろ
な
機
会
の
中
で
既
に
ご
承
知
さ

れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

こ
の「
姶
良
中
央
合
併
協
議
会
」の
立
ち

上
げ
に
つ
い
て
は
、
電
算
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
予

算
等
を
議
決
し
た
一
市
五
町
に
よ
る
枠
組

み
を
基
本
と
す
る
合
併
を
確
実
に
目
指
す

た
め
、
新
た
な
合
併
協
議
会
を
立
ち
上
げ

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
新
た

な
協
議
会
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
つ
き
ま

し
て
は
、
溝
辺
町
を
含
め
た
一
市
六
町
の

合
併
を
決
し
て
断
念
し
た
も
の
で
は
な
く
、

今
後
、「
一
市
六
町
に
よ
る
合
併
」が
進
め
ら

れ
る
環
境
が
整
え
ば
、
従
来
の
協
議
会
を

再
開
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

委
員
の
皆
さ
ん
方
、
こ
の
協
議
会
設
立
の

趣
旨
を
ど
う
か
ご
理
解
い
た
だ
き
、
こ
の
姶

良
中
央
地
域
の
よ
り
良
い
合
併
の
実
現
の

た
め
に
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ご
案
内
の
と
お
り
、
溝
辺
町
を
含
め
た

一
市
六
町
の
合
併
が
こ
の
姶
良
中
央
地
域

に
と
っ
て
は
最
も
望
ま
し
い
こ
と
は
誰
も
が

そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、「
姶
良
中
央
地
区
合

併
協
議
会
」に
お
い
て
、
二
十
八
回
も
の
協

議
を
重
ね
、
委
員
の
皆
様
、
ま
ち
づ
く
り
フ

ォ
ー
ラ
ム
の
住
民
代
表
の
方
々
、
各
市
町
議

会
議
員
の
方
々
、
幹
事
会
や
市
役
所
、
役

場
の
す
べ
て
の
職
員
の
方
々
、
こ
れ
ら
多
く

の
皆
さ
ん
が
一
生
懸
命
に
努
力
を
し
て
こ

ら
れ
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
集
大
成

と
も
言
う
べ
き
、
八
月
に
予
定
し
て
い
た
合

併
協
定
項
目
の
調
印
式
や
九
月
の
廃
置
分

合
の
議
会
へ
の
提
案
な
ど
行
う
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
こ
ま
で
頑
張
っ
て
こ
ら
れ
た
皆
さ
ん
の

ご
努
力
や
費
や
さ
れ
た
時
間
を
考
え
ま
す

と
、
昨
年
の
四
月
に「
姶
良
中
央
地
区
合
併

協
議
会
」が
設
立
さ
れ
て
か
ら
こ
こ
に
至
る

ま
で
の
十
七
ヵ
月
間
と
い
う
協
議
期
間
を
決

し
て
無
駄
に
す
る
こ
と
な
く
、
一
市
六
町
で

協
議
を
さ
れ
た
そ
の
成
果
を
こ
の
新
た
な

一
市
五
町
の
合
併
協
議
会
に
繋
げ
て
行
く

こ
と
こ
そ
が
大
切
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

意
味
で
、
姶
良
中
央
地
域
に
お
い
て
、
現
行

の
合
併
特
例
法
の
適
用
が
受
け
ら
れ
る
合

併
を
確
実
に
目
指
す
た
め
に
、
委
員
の
皆
様

の
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
一
市
六
町
で
協
議

し
て
き
た
協
定
項
目
の
決
定
事
項
を
最
大

限
に
活
か
し
な
が
ら
協
議
を
進
め
て
い
く
べ

き
で
あ
り
、
特
に
、
先
ほ
ど
事
務
局
長
か
ら

報
告
が
あ
り
ま
し
た「
合
併
の
方
式
」や「
新

市
の
名
称
」な
ど
の
基
本
的
合
併
協
定
五
項

目
に
つ
い
て
は
、
早
速
、
本
日
協
議
を
お
願
い

す
る
こ
と
に
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

当
協
議
会
は
、
一
市
五
町
そ
れ
ぞ
れ
の
議

会
で
議
決
さ
れ
、
本
日
よ
り
動
き
出
す
わ

け
で
す
が
、
住
民
の
日
常
生
活
圏
の
拡
大
、

地
方
分
権
の
推
進
な
ど
の
背
景
を
踏
ま
え
、

ど
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
も
、
姶
良
中

央
地
域
に
お
け
る
強
力
な
連
携
の
も
と
、
不

退
転
の
決
意
で
合
併
の
実
現
を
目
指
し
、
当

地
域
が
大
き
く
飛
躍
、
発
展
を
し
、
住
民
の

皆
さ
ん
が
合
併
を
し
て
良
か
っ
た
と
思
え
る

よ
う
な
、
そ
う
い
う
す
ば
ら
し
い
合
併
の
実

現
を
目
指
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（
第
一
回
協
議
会
あ
い
さ
つ
か
ら
抜
粋
）

■姶良中央合併協議会委員 

会　長 
 
 

首　長 
 
 
 
 

議　長 
 
 
 
 
 

議　員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学　識 
経験者 

国分市長 
横川町長 
牧園町長 
霧島町長 
隼人町長 
福山町長 
国分市議会議長 
横川町議会議長 
牧園町議会議長 
霧島町議会議長 
隼人町議会議長 
福山町議会議長 
国分市議会議員 
横川町議会議員 
牧園町議会議員 
霧島町議会議員 
隼人町議会議員 
福山町議会議員 
国分市 
国分市 
国分市 
国分市 
横川町 
横川町 
横川町 
横川町 
牧園町 
牧園町 
牧園町 
牧園町 
霧島町 
霧島町 
霧島町 
霧島町 
隼人町 
隼人町 
隼人町 
隼人町 
福山町 
福山町 
福山町 
福山町 
広域枠 
広域枠 
広域枠 
広域枠 

鶴丸　明人 
福島　英行 
前田　終止 
吉村　久則 
津田和　操 
小原　健彦 
西村　新一郎 
有光　謙二 
池田　靖 
川畑　繁 
徳田　和昭 
川東　清昭 
常盤　信一 
塩井川　幸生 
榎並　勉 
浦野　義仁 
森　正勝 
川畑　征治 
小久保　明和 
諏訪　順子 
西　勇一 
松枝　洋一郎 
井上　久夫 
道祖瀬戸　謙二 
原　京子 
森山　博文 
大庭　勝 
山口　茂喜 
湯前　則子 
脇元　敬 
榎木　ヒサエ 
上村　哲也 
新村　俊 
宮田　揮彦 
石田　與一 
徳永　麗子 
永田　龍二 
松山　典男 
岩崎　薩男 
狩集　玲子 
砂田　光則 
松永　讓 
児玉　實光 
林　麗子 
原田　統之介 
八木　幸夫 

区　分 役 職 名 等 氏　名 

姶
良
中
央
合
併
協
議
会

会
長

鶴
丸
　
明
人
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姶良中央

姶
良
中
央
合
併
協
議
会
の
第
一
回
会
議

が
、
九
月
二
十
四
日
国
分
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ

ー
多
目
的
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

会
議
で
は
、
新
た
に
合
併
協
議
会
を
設
立

す
る
ま
で
の
経
緯
等
に
つ
い
て
の
説
明
の

後
、
委
員
へ
の
委
嘱
状
交
付
、
協
議
会
規
約

の
説
明
等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
一
市
五
町
に
よ
る
合
併
協
定
項

目
の
協
議
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
一

市
六
町
に
お
い
て
協
議
の
う
え
承
認
さ
れ

た
調
整
内
容
を
踏
襲
し
、
協
議
、
調
整
を

図
っ
て
い
く
事
が
報
告
さ
れ
了
承
さ
れ
ま

し
た
。

な
お
、
隼
人
町
長
　
津
田
和
　
操
委
員

が
入
院
加
療
中
に
よ
り
、
当
分
の
間
、
協

議
会
に
出
席
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
た
め
、

隼
人
町
か
ら
中
村
　
忠
雄
助
役
を
町
長
代

理
と
し
て
出
席
を
認
め
て
い
た
だ
き
た
い

と
の
申
し
出
が
あ
り
、
協
議
会
に
諮
り
、
全

会
一
致
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

【
経
過
報
告
の
主
な
も
の
】

○
会
長
、
副
会
長
に
つ
い
て

会
　
長
　
　
鶴
丸
　
明
人（
国
分
市
長
）

副
会
長
　
　
津
田
和
　
操（
隼
人
町
長
）

○
事
務
所
の
開
設
に
つ
い
て

国
分
市
役
所
内
に
、
九
月
十
四
日
に
開

設
○
予
算
の
執
行
に
つ
い
て

九
月
十
四
日
か
ら
執
行

○
設
立
総
会
の
開
催
時
期
に
つ
い
て

九
月
二
十
四
日（
金
）

つ
づ
い
て
、
第
一
回
協
議
会
の
議
事
と
し

て
提
案
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
協
議
が
行
わ
れ
承
認
ま
た
は
継
続
審
議

と
な
り
ま
し
た
。

【
報
告
事
項
】

○
報
告
第
一
号
　
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

合
併
協
議
会
の
監
査
委
員
と
し
て
、
次

の
方
々
の
選
任
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

馬
渡
　
亘
　
　
　
横
川
町
監
査
委
員

永
崎
　
泰
弘
　
　
霧
島
町
監
査
委
員
　
　
　

第
一
回
協
議
会
内
容

○
合
併
協
議
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
規
程
等
の
報
告
に
つ
い
て

合
併
に
関
す
る
協
議
を
行
う
た
め
に
、

必
要
な
諸
規
程
を
定
め
た
こ
と
の
報
告
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

△
報
告
第
二
号
　
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
規
程

△
報
告
第
三
号
　
幹
事
会
規
程

△
報
告
第
四
号
　
専
門
部
会
規
程

△
報
告
第
五
号
　
分
科
会
規
程

△
報
告
第
六
号
　
事
務
局
規
程

△
報
告
第
七
号
　
財
務
規
程

○
報
告
第
八
号
　
合
併
協
議
会
事
業
計
画
及
び

予
算
に
つ
い
て

合
併
協
議
会
に
お
い
て
、
本
年
度
内
に

実
施
す
る
業
務
内
容
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
に

つ
い
て
の
報
告
と
当
初
予
算
に
つ
い
て
の
報

告
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
、
八
件
の
報
告
に
つ
い
て
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

【
議
決
事
項
】

○
議
案
第
一
号
　
合
併
協
議
会
会
議
運
営
規
程

に
つ
い
て

協
議
会
の
会
議
運
営
規
程
に
つ
い
て
、
住

民
の
意
見
の
反
映
、
公
平
公
正
な
協
議
の

推
進
、
情
報
の
公
開
及
び
会
議
の
傍
聴
等

に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
た
規
程
が
、

提
案
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

【
協
議
事
項
】

○
協
議
第
一
号
　
事
務
事
業
一
元
化
調
整
方
針

に
つ
い
て

一
市
五
町
に
よ
る
合
併
を
行
っ
た
場
合
、

現
在
実
施
し
て
い
る
様
々
な
事
務
事
業
等

を
、
以
下
の
基
本
的
な
原
則
に
基
づ
い
て

調
整
し
て
い
く
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
協
議

の
う
え
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

△

新
市
に
移
行
す
る
際
、
住
民
生
活
に
支

障
の
な
い
よ
う
速
や
か
な
一
体
性
の
確

保
に
努
め
る
。（
一
体
性
確
保
の
原
則
）

△

住
民
サ
ー
ビ
ス
及
び
住
民
福
祉
の
向
上

に
努
め
る
。（
住
民
福
祉
向
上
の
原
則
）

△

負
担
公
平
の
原
則
に
立
ち
、
行
政
格
差

を
生
じ
な
い
よ
う
に
努
め
る
。（
負
担
公

平
の
原
則
）

△

新
市
に
お
い
て
健
全
な
財
政
運
営
に
努

め
る
。（
健
全
な
財
政
運
営
の
原
則
）

△

行
政
改
革
の
観
点
か
ら
事
務
事
業
の
見

直
し
に
努
め
る
。（
行
政
改
革
推
進
の
原

則
）

△

新
市
の
規
模
に
見
合
っ
た
事
務
事
業
の

見
直
し
に
努
め
る
。（
適
正
規
模
準
拠
の

原
則
）

○
協
議
第
二
号
　
合
併
協
定
項
目
に
つ
い
て

合
併
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
事
前
に
協
議

調
整
が
必
要
と
見
込
ま
れ
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
一
市
六
町
の
合
併
協
議
の
際
に
設

定
し
た
項
目
と
同
様
と
す
る
こ
と
が
提
案

の
う
え
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
一
市
五
町
に
お
け
る
合
併
協
議
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に
お
い
て
は
、
一
市
六
町
の
合
併
協
議
会

に
お
い
て
調
整
さ
れ
た
協
定
項
目
内
容
を

基
本
的
に
踏
襲
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
に
分
類
の
う

え
調
整
さ
れ
る
こ
と
も
合
わ
せ
て
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

一
　
前
協
議
会（
一
市
六
町
）で
承
認
さ
れ

た
合
併
協
定
項
目
と
内
容
に
変
更
が
な

い
も
の（
三
十
六
件
）

条
例
・
規
則
等
の
取
扱
い
、
事
務
組
織

及
び
機
構
の
取
扱
い
、
使
用
料
・
手
数
料

等
の
取
扱
い
、
補
助
金
・
交
付
金
等
の
取

扱
い
、
慣
行
の
取
扱
い
、
介
護
保
険
事
業

の
取
扱
い
、
自
治
会
・
行
政
連
絡
機
構
の

取
扱
い
、
男
女
共
同
参
画
事
業
、
姉
妹
都

市
・
国
際
交
流
事
業
、
電
算
シ
ス
テ
ム
事

業
、
広
報
・
広
聴
関
係
事
業
、
消
防
防
災

関
係
事
業
、
窓
口
業
務
、
保
健
衛
生
事

業
、
環
境
衛
生
事
業
、
障
害
者
福
祉
事

業
、
高
齢
者
福
祉
事
業
、
そ
の
他
福
祉
事

業（
人
権
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
医

療
）、
農
林
水
産
関
係
事
業
（
林
業
、
水

産
業
）、
商
工
・
観
光
関
係
事
業
、
建
設

関
係
事
業
、上
・
下
水
道
事
業（
下
水
道
）、

学
校
教
育
事
業
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
、

社
会
教
育
事
業
、
情
報
公
開
制
度
、
社

会
福
祉
協
議
会
関
係
事
業
、
第
三
セ
ク

タ
ー
等
関
係
事
業
（
第
三
セ
ク
タ
ー
）、

病
院
関
係
事
業
、
そ
の
他
事
業（
指
定
金

融
機
関
、
選
挙
管
理
委
員
会
関
係
事
務
、

契
約
関
係
事
務
、
温
泉
事
業
）

二
　
前
協
議
会
（
一
市
六
町
）
と
枠
組
み
が

変
わ
る
こ
と
に
よ
り
文
言
整
理
を
行
う

必
要
が
あ
る
も
の（
十
六
件
）

財
産
の
取
扱
い
、
地
域
審
議
会
の
設

置
、
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
、

特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
、
一
部
事
務

組
合
な
ど
の
取
扱
い
、
公
共
的
団
体
等

の
取
扱
い
、
消
防
団
の
取
扱
い
、
交
通

関
係
事
業
、
児
童
福
祉
事
業（
児
童
福
祉
、

保
育
所
）、
生
活
保
護
事
業
、
農
林
水
産

関
係
事
業
（
農
業
、
耕
地
）、
上
・
下
水
道

事
業
（
水
道
）、
第
三
セ
ク
タ
ー
等
関
係

事
業
（
開
発
公
社
）、
そ
の
他
事
業
（
企
画

関
係
事
業
）

三
　
前
協
議
会
（
一
市
六
町
）で
承
認
さ
れ

た
合
併
協
定
項
目
と
内
容
に
実
質
的
に

変
更
が
あ
る
も
の（
七
件
）

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
、
農
業
員
会

委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
、
地

方
税
の
取
扱
い
、町
名
・
字
名
の
取
扱
い
、

国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い
、
納
税

関
係
事
業
、
そ
の
他
事
業
（
交
通
災
害
共

済
事
業
）

四
　
基
本
的
合
併
協
定
五
項
目（
五
件
）

合
併
の
方
式
、
合
併
の
期
日
、
新
市

の
名
称
、
新
市
の
事
務
所
の
位
置
、
議

会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い

○
協
議
第
三
号
　
合
併
の
方
式
に
つ
い
て

合
併
の
方
式
に
つ
い
て
、
協
議
の
う
え
次

の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

国
分
市
、
横
川
町
、
牧
園
町
、
霧
島
町
、

隼
人
町
及
び
福
山
町
を
廃
し
、
そ
の
区

域
を
も
っ
て
新
し
い
市
を
設
置
す
る
新

設
合
併
と
す
る
。

○
協
議
第
四
号
　
合
併
の
期
日
に
つ
い
て

合
併
の
期
日
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
提

案
を
行
い
協
議
い
た
し
ま
し
た
が
、
委
員

よ
り
「
持
ち
帰
り
協
議
を
行
い
た
い
」と
の

意
見
が
あ
り
、
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
。

合
併
の
期
日
は
、
平
成
十
七
年（
西
暦

二
〇
〇
五
年
）七
月
十
九
日
と
す
る
。

○
協
議
第
五
号
　
新
市
の
名
称
に
つ
い
て

新
市
の
名
称
に
つ
い
て
、
協
議
の
う
え
次

の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

新
市
の
名
称
は
、「
霧
島
市
」と
す
る
。

○
協
議
第
六
号
　
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ

い
て

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
、
協
議

の
う
え
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
　
新
市
の
事
務
所
（
本
庁
）の
位
置
に
つ

い
て
は
、
当
面
は
、
国
分
市
中
央
三
丁

目
四
五
番
一
号
（
現
国
分
市
役
所
）に
置

き
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
。

二
　
事
務
所
の
設
置
方
式
は
、
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
に
、
当

面
は
、「
総
合
支
所
方
式
」
と
し
、
現
在
の

国
分
市
、
横
川
町
、
牧
園
町
、
霧
島
町
、

隼
人
町
及
び
福
山
町
の
そ
れ
ぞ
れ
の
市

役
所
、
役
場
を
全
て
総
合
支
所
と
し
て
、

ま
た
、
現
在
の
牧
之
原
支
所
は
支
所
と

す
る
。
将
来
的
に
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス

が
低
下
し
な
い
行
政
コ
ス
ト
削
減
の
実

現
を
図
る
必
要
が
あ
り
、
方
式
に
つ
い

て
は
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
。

三
　
庁
舎
建
設
に
つ
い
て
は
、
当
面
は
既

存
の
庁
舎
を
活
用
し
な
が
ら
、
新
市
に

お
い
て
検
討
す
る
。

○
協
議
第
七
号
　
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期

の
取
扱
い
に
つ
い
て

新
市
の
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
委
員
よ
り
「
選
挙
区

ご
と
の
定
数
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
見
直

す
べ
き
」と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
協
議
の
う

え
次
の
と
お
り
提
案
内
容
を
一
部
修
正
の

う
え
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

新
市
の
議
会
議
員
の
定
数
は
、
三
十

四
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
の
合
併

の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項

を
適
用
し
、
合
併
後
最
初
に
行
わ
れ
る

選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
議
会
議
員
の

任
期
に
相
当
す
る
期
間（
四
年
間
）に
限

り
、
新
市
の
議
会
議
員
の
定
数
を
四
十

六
人（
提
案
内
容
　
四
十
四
人
）と
す
る
。

ま
た
、
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
関
係
市
町

の
区
域
ご
と
に
設
置
し
、
各
選
挙
区
の

議
員
の
定
数
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

国
分
市
の
区
域
　
十
七
人

（
提
案
内
容
　
十
六
人
）

横
川
町
の
区
域
　
　
四
人

（
提
案
内
容
　
　
三
人
）

牧
園
町
の
区
域
　
　
五
人

霧
島
町
の
区
域
　
　
四
人
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姶良中央

隼
人
町
の
区
域
　
十
二
人

福
山
町
の
区
域
　
　
四
人

な
お
、
特
例
適
用
後
の
一
般
選
挙
か

ら
は
、
選
挙
区
は
設
定
し
な
い
。

○
協
議
第
八
号
　
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
策

定
方
針
に
つ
い
て

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
と
は
、
住
民
の
皆

さ
ん
に
と
っ
て
は
、
合
併
の
是
非
を
判
断
す

■平成16年度 姶良中央合併協議会 当初予算 

歳　　入 

歳　　出 

 
負　担　金 
諸　収　入 

計 

予算額 
27,060,000 

1,000 
27,061,000

内　　　　　　訳 
構成市町負担金4510千円×6市町 
預金利子 

　 
会議費 

事務局費 
 
事務事業調査費 
まちづくり計画策定費 
広報費 
ホームページ費 
予備費 

計 

予算額 
4,585,000 

7,597,000 
 

735,000 
3,867,000 
8,822,000 
955,000 
500,000 

27,061,000

内　　　　　　訳 
報酬、費用弁償、需用費、委託料、使用料 
報酬、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、 
使用料、備品購入、負担金 
委託料 
旅費、印刷製本費 
印刷製本費 
委託料 

（単位：円） 

（単位：円） 

合 併 手 続 き の 概 要 

合併関係市町村 都道府県知事 総務大臣 

合併申請書の作成 

合併（廃置分合）の 
効力発生 

合　併 

申請書の受理 

都道府県議会の議決 

合併（廃置分合）の決定 

●協議書類の 
　チェック 

●届出書類のチェック 

●議決内容のチェック 

●決定内容のチェック 

A市議会 
の議決 

B町議会 
の議決 

協　議 

市の廃置分合の場合のみ 

同　意 

届　出 

告　示 

国の関係行政 
機関の長へ通知 

10日 

おおむね10日 

おおむね20日 

直ちに 

20日 

40日 

る
材
料
と
な
り
、
ま
た
新
市
に
お
い
て
は
、
合

併
後
の
ま
ち
づ
く
り
を
総
合
的
、
効
果
的
に
推

進
す
る
た
め
の
基
本
計
画
と
な
る
も
の
で
す
。

こ
の
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
も
、
一
市

六
町
の
合
併
協
議
に
お
い
て
策
定
さ
れ
た

「
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
」を
踏
襲
し
、
新
た

に
一
市
五
町
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
計
画
を

策
定
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
協
議
の
う
え

承
認
さ
れ
ま
し
た
。
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協議会は傍聴できます

ご意見、ご質問をお寄せください

合併に関してご意見、ご質問等がありましたら、合併協議会事務局又は各市町合併担当課までご連絡

ください。

姶良中央合併協議会事務局 〒899-4394 国分市中央三丁目４５番１号　
国分シビックセンター行政棟（国分市役所）７階

TEL 0995-64-0937    FAX 0995-64-0940

合併協議会は、原則として毎月第２・第４木曜日の午後１時30分から開催されます。会場は、国分シビック

センター複合施設棟２Ｆ多目的ホールです。

傍聴者の定員は30名となっています。希望される方は、会議当日に傍聴者受付までお越しください。

なお、会議開会15分前から傍聴証を発行しますが、15分前における傍聴希望者が定員を超える場合に

は、抽選により傍聴者を決定します。

当面の協議会開催日程 第2回協議会 10／14（木） 第3回協議会 10／28（木）

第4回協議会 11／4（木） 第5回協議会 11／18（木）

（今後の協議会は、状況により開催日程が追加又は変更される場合があります。）

姶良中央合併協議会の協定項目協議状況 

 1、 合併の方式 

 2、 合併の期日 

 3、 新市の名称 

 4、 新市の事務所の位置 

 5、 財産の取扱い 

 6、 新市まちづくり計画 

 7、 議会議員の定数及び任期の取扱い 

 8、 地域審議会の設置 

 9、 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 

 10、 地方税の取扱い 

 11、 一般職の職員の身分の取扱い 

 12、 特別職の身分の取扱い 

 13、 条例、規則等の取扱い 

 14、 事務組織及び機構の取扱い 

 15、 一部事務組合等の取扱い 

 16、 使用料、手数料等の取扱い 

 17、 公共的団体等の取扱い 

 18、 補助金、交付金等の取扱い 

 19、 町名･字名の取扱い 

 20、 慣行の取扱い 

 21、 国民健康保険事業の取扱い 

 22、 介護保険事業の取扱い 

 23、 消防団の取扱い 

 24、 自治会・行政連絡機構の取扱い 

 25、 各種事務事業の取扱い 

(1) 男女共同参画事業 

(2) 姉妹都市･国際交流事業 

(3) 電算システム事業 

(4) 広報広聴関係事業 

(5) 納税関係事業 

(6) 消防防災関係事業 

(7) 交通関係事業 

(8) 窓口業務 

(9) 保健衛生事業 

(10) 環境衛生事業 

(11) 障害者福祉事業 

(12) 高齢者福祉事業 

(13) 児童福祉事業 

(14) 生活保護事業 

(15) その他の福祉事業 

(16) 農林水産関係事業 

(17) 商工･観光関係事業 

(18) 建設関係事業 

(19) 上･下水道事業 

(20) 学校教育事業 

(21) コミュニティ施策 

(22) 社会教育事業 

(23) 情報公開制度 

(24) 社会福祉協議会関係事業 

(25) 第三セクター等関係事業 

(26) 病院関係事業 

(27) その他事業 

◎ 

 

◎ 

◎ 

 

 

◎ 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

△ 

 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

◎承認済：協議会の会議において承認済み 

○提案中：協議会へ提案中又は小委員会で協議中 

△未協議：協議項目として未提案 

※平成16年9月末現在における協議状況です。 

協定項目 
承
認
済 

提
案
中 

未
協
議 

協定項目 
承
認
済 

提
案
中 

未
協
議 


